
　平成28年１月から交付が始まったマイナンバーカードの有効期限が、令和2年より順次到来します。有効期限
が過ぎてしまったマイナンバーカードは、本人確認証明としても、マイナンバーの確認証明としても使用できま
せんので更新手続きが必要です。

　年金記録や将来の年金受給見込額を「ねんきんネット」で確認し、未来の生活設計について
考えてみませんか。

　マイナンバーカードの有効期限より先に、カードに搭載されている「電子証明書」の有効期限が到来する
場合がありますので注意が必要です。

【更新期間】マイナンバーカード有効期限の3か月以内となった場合

カード発行時に20歳以上だった人・・・カード発行日から10回目の誕生日
カード発行時に20歳未満だった人・・・カード発行日から5回目の誕生日
※マイナンバーカード表面に印字されている有効期限欄をご確認ください。

【マイナンバーカードの有効期限】

市役所窓口で交付申請書を取得し、ご自身で郵送・スマホ・インターネット・まちなかの証明用写真機で
申請します。

【マイナンバーカードの更新手続き】

【更新期間】電子証明書は有効期限の3か月以内となった場合

【サービスが利用できる店舗】セブンイレブン／ファミリーマート／ローソン

年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日【電子証明書の有効期限】
市役所窓口でマイナンバーカードを提示し、カードに設定した暗証番号を入力して申請します。【電子証明書の更新手続き】

署名用電子証明書（英数字6文字以上の暗証番号を設定したもの） 利用者証明用電子証明書（数字4文字の暗証番号を設定したもの）

取得できる証明書 利用時間（12月29日～1月3日及びメンテナンス日を除く）

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用
します。

・電子申請（e-Tax等）
・民間オンライン取引の登録など

インターネットサイトやキオスク端末等にログインする際
に利用します。

・コンビニ交付サービスの利用
・行政サイト（マイナポータル等）へのログイン

※原則本人申請となります。カードの暗証番号を忘れてしまった場合は、別途身分証明書の提示が
　必要となります。

マイナンバーカードをお持ちの方であれば、いつでも、どこでも、すぐに各種証明書の取得が可能です。

◆別府年金事務所  ☎0977-22-5111　◆ねんきんネット等専用ダイヤル ☎0570-058-555
◆日本年金機構ホームページ：http://www.nenkin.go.jp/n_net/

【問合先】市民健康課　国保年金係　☎0978-72-5166

【問合先】市民健康課  戸籍住民係 ☎0978-72-5166
※サービスの利用には「マイナンバーカード」の取得と「利用者証明用電子証明書」の発行が必要です。

住民票の写し・印鑑登録証明書・所得課税証明書 午前6時30分～午後11時

午前9時～午後5時（平日のみ）戸籍謄抄本・戸籍の附票の写し

「ねんきんネット」とは…
インターネットを通じて、24時間いつでもどこでもご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです！
★ご自身の年金記録の確認　★将来の年金見込額の確認（年金記録を基に様々なパターンの試算も可能）
★電子版「ねんきん定期便」の閲覧　★日本年金機構から郵送された各種通知書の確認　等

（お問い合わせ）

※ご利用の際は「ねんきんネット」への登録が必要となります。詳しくは、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、
　別府年金事務所にお問い合わせください。

令和２年より「マイナンバーカード」の更新時期が来ます！！令和２年より「マイナンバーカード」の更新時期が来ます！！
「マイナンバーカード」の有効期限を確認してください

マイナンバーカードの「電子証明書」の有効期限が来ます

「マイナンバーカード」を利用して全国のコンビニで住民票等を取得できます

11月30日は「年金の日」
国東市では、下記の２施設を同時に管理できる管理事業者を公募します。管理運営について創意

工夫のある提案をお待ちしています。指定管理者制度は、公の施設の管理を、民間の事業者の

有するノウハウを活用することにより、サービスの向上と経費の削減につなげようとするものです。

※2施設同時管理の募集要項等は、国東市ホームページをご覧ください。

国東市国見農産物直売所（道の駅くにみ）

国東市くにみオートキャンプ場

施設名称 場　　所

国東市国見町伊美4252の1番地

国東市国見町伊美3863番地1

令和2年（2020年）版の県民手帳を販売中です 

指定管理者を公募します指定管理者を公募します

道の駅くにみ、くにみオートキャンプ場道の駅くにみ、くにみオートキャンプ場

　消費税率の引き上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支え

するため、プレミアム付商品券の販売を行っています。

　購入対象者には8月上旬に申請書等を郵送しておりますので、プレミアム付商品券の購入を

考えている方で、まだ申請がお済みでない方は、下記の申請期限までに申請してください。

12月2日（月）まで（郵送の場合は当日消印有効）

申請方法

申請期限

※期限までに申請が行われなかった場合は、「プレミアム付商品券購入引換券」を交付できません。

【問合先】福祉課 ☎0978-72-5164 

【問合先】政策企画課 ☎0978-72-5161

【問合先】農政課農政係 ☎0978-72-5167

同封の返信用封筒による郵送申請  または 福祉課及び各総合支所

地域振興課での窓口申請

「プレミアム付商品券購入引換券」の申請はお済みですか？

● 価　　格……600円（税込）

● サ イ ズ……14.9cm×8.9cm

● 内　　容……274 ページ

● 発　　行……大分県統計協会

● 販売期間……12月26日（木）まで（なくなり次第終了です）

● 販売窓口……◆市役所本庁 市民健康課
　　◆各総合支所 地域振興課 

※他にも福田書店（国東町）、国広書店（国東町）、藤井書店マルショク店（安岐町）、県内各書店、

　ローソン・セブンイレブン・ファミリーマートの各店舗（一部除く）でも取り扱いしています。
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